


 

 
 

答 申 内 容 
 
１ はじめに 

 瑞穂市特定環境保全公共下水道、農業集落排水及びコミュニティ・プラント（以

下「下水道等」という。）は、施設整備が完了し管理運営が主体となっている。新

しい施設でも供用開始から１４年以上が経過し、今後は施設の老朽化に伴い、改築

更新が必要となってくる。しかし、各事業とも使用料で維持管理費を賄うことがで

きておらず、特定環境保全公共下水道及び農業集落排水事業については、特別会計

であるため不足する財源を一般会計繰入金で賄っている状況であり、経営改善のた

めに歳入増や歳出削減に努めなければならない。 
 よって、当審議会では市から提案のあった経営改善方策について審議検討を行っ

た。 
 

２ 経営状況 

 瑞穂市下水道等事業の平成２５年度から平成２９年度決算における５年平均の経

営指標は、表１のとおりであった。 
 

事業名（処理区名）

項目 
特環公共下水道 
（西処理区） 

農業集落排水 
（呂久処理区） 

ｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾌﾟﾗﾝﾄ 
（別府処理区） 合計 

水洗化率※１ ７０．９％ ９８．７％ ５４．１％ ６４．８％ 

年間有収水量（ｍ3） ３０５，２１０ ４１，０８８ ２４５，４３３ ５９１，７３１ 

使用料収入（千円） ５３，４５４ ７，０５１ ４３，４０６ １０３，９１１ 

使用料単価※２（円） １７５．１４ １７１．６１ １７６．８６ １７５．６１ 

維持管理費（千円） ５４，７１６ １１，３０３ ５３，５４１ １１９，５６０ 

資本費※３（千円） １１５，２２１ １０，９１１ １１９，１８２ ２４５，３１４ 

経費（千円） 

（維持管理費＋資本費） 
１６９，９３７ ２２，２１４ １７２，７２３ ３６４，８６３ 

経費回収率※４ 

（維持管理費） 
９７．７％ ６２．４％ ８１．１％ ８６．９％ 

※１ 水洗化率    接続利用者の人口比（利用人口／区域内人口） 
※２ 使用料単価   使用料収入／年間有収水量 
※３ 資本費     地方債元利償還費 
※４ 経費回収率   使用料収入／維持管理費 
   （維持管理費） 

 
 表１のとおり平成２５年度から平成２９年度決算の５年平均の３事業合計での維

持管理費に対する経費回収率は８６．９％になっており、使用料で維持管理費が賄

表１ 平成２５年度～平成２９年度決算５年平均の経営指標 
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えていない状況を示している。 
 公共下水道及び農業集落排水事業については、地方公営企業であることから一般

会計で負担する経費（資本費相当額等）を除き独立採算で経営することが原則とな

っている。しかし、一般会計で負担する経費を除いても独立採算となっておらず、

一人当たりの使用水量の減少や維持管理費の増大から、経費回収率が減少傾向にあ

り、このままの状態では中長期的に厳しい経営状態が続くことが見込まれる。 
 
３ 経営改善方策 

 下水道等事業の経営改善のために、市から提案のあった次の方策について審議検

討を行った。 
（１）下水道排水設備指定工事店の更新手数料 
  現在、下水道排水設備指定工事店の新規の登録手数料は１４，０００円となっ

ており、更新の場合には徴収していない。県内市町村のほとんどで更新時にも手

数料を徴収していることから、瑞穂市においても新規登録時の２分の１となる７，

０００円を更新にかかる手数料として徴収し、歳入の確保に努めたいとの提案が

あった。 
  県内市町村の状況から、「下水道排水設備指定工事店の更新にかかる手数料を

７，０００円」とすることは妥当である。 
（２）下水道使用料 
  使用料を増収する方法には、使用料の単価を値上げする方法と使用水量を増や

す方法がある。 
  瑞穂市の使用料の単価は、岐阜西濃地域の市町の中では高い方に位置している。

また、今後整備することとなる公共下水道（瑞穂処理区）の水洗化を考えた場合、

「使用料の単価については現状維持」とすることで止むを得ないと理解した。 
  次に使用水量を増やすには、下水道等使用者を増やす必要がある。下水道等の

使用者は水洗化率で表されるが、特定環境保全公共下水道及びコミュニティ・プ

ラントについては、表２のとおり水洗化が進んでいるとは言えない状況である。 
                               （単位：％） 

 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ 

特環公共下水道 
（西処理区） 

６３．８ ６６．６ ６７．９ ６７．３ ７１．０ ７０．９ 

農業集落排水 
（呂久処理区） 

９８．７ ９８．６ ９８．６ ９８．６ ９８．８ ９８．７ 

ｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾌﾟﾗﾝﾄ 
（別府処理区） 

４２．３ ４６．５ ５０．７ ４９．８ ５２．６ ５４．１ 

表２ 平成２４年度～平成２９年度水洗化率の推移 
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  下水道は、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、合わせて公共用水

域の水質の保全に資することを目的としており、経営の安定に加えて、水環境の

観点からも下水道等の使用者を増やす必要がある。 
  平成２８年度に行った未接続者へのアンケート結果では、下水道接続の弊害と

なっている一番の理由が排水設備工事費であった。そのため、下水道に接続する

場合の排水設備工事費に対する助成制度について検討を行った。瑞穂市には供用

開始から２年以内に下水道に接続した者に対して５万円を助成する制度がある。

しかし、現在供用開始から２年以内の区域はなく助成金の対象区域は存在しない

ないのが現状である。この助成制度について、平成２９年３月策定の瑞穂市下水

道事業経営戦略で平成３１年度から５年間の期間限定で１件当たり１０万円の助

成を実施した場合のシミュレーションを行い、表３のような検討結果となってい

る。 
 

 Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３ Ｈ３４ Ｈ３５ Ｈ３６ 計 

キ ャ ン ペ ー ン 

（ Ｃ Ｐ ） 期 間 
 

Ｃ Ｐ

あ り 

接続件数 ２３ １７ １０ ７ １４ ３ ７４ 

水洗化率 ７２.０ ７３.７ ７５.０ ７５.９ ７７.４ ７８.３  

Ｃ Ｐ

な し 

接続件数 ５ ５ ５ ５ ５ ５ ３０ 

水洗化率 ７０.８ ７１.７ ７２.６ ７３.４ ７４.３ ７５.２  

  また、同様にコミュニティ・プラント事業のシミュレーションでは、表４のよ

うな結果となっている。 
 

 Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３ Ｈ３４ Ｈ３５ Ｈ３６ 計 

キ ャ ン ペ ー ン 

（ Ｃ Ｐ ） 期 間 
 

Ｃ Ｐ

あ り 

接続件数 ３５ ２６ １５ １１ ２１ ５ １１３ 

水洗化率 ５７.７ ５９.８ ６１.２ ６２.４ ６４.３ ６５.０  

Ｃ Ｐ

な し 

接続件数 ８ ８ ８ ８ ８ ８ ４８ 

水洗化率 ５５.８ ５６.７ ５７.６ ５８.４ ５９.４ ６０.３  

  表３から特定環境保全公共下水道事業において、助成金のキャンペーンを実施

した場合には助成金の合計額として７１０万円を見込んでいる。また、表４から

コミュニティ・プラント事業では、助成金の合計額として１，０８０万円を見込

表３ 特定環境保全公共下水道の接続の推移 

表４ コミュニティ・プラントの接続の推移 
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んでいる。しかし、１件当たりの助成額１０万円は、使用料で算定した場合、一

般家庭の平均使用水量（２ヶ月４７ｍ３）では年間の使用料は４６，９８０円と

なるため約２年で回収できる金額となる。一時的に歳出の負担は増えるが、中長

期の経営を考えた場合には有利になると考えられる。 
  この制度の課題として、これまで助成金を受けずに下水道に接続した人との公

平性が考えられる。これまで助成金の交付を受けずに接続した人も、この制度に

よって接続が増え環境や経営が良くなるのであれば、この制度も止むを得ないと

理解してくれるであろう。しかし、この制度が実施される直前に制度を知らずに

接続し、助成金の対象とならなかった場合は、理解が得られにくいと考えられる

ので、そうならないように十分な周知期間を設ける必要がある。 
  また、１０万円はインパクトのある金額ではあるが、この金額が排水設備工事

費の２分の１以上になってしまうことは、自治体の補助金としては適切ではない

と考えるので、助成には「排水設備工事費の２分の１を助成する。ただし、１０

万円を上限とする。」といった条件を付すことを求める。 
  以上により、排水設備工事費の助成制度の実施は、排水設備工事費の２分の１

を上限とすることで一定の公平性を確保しつつ、十分な周知期間を設け、その期

間中に広報に努めることで制度が多く利用され、下水道の目的達成と経営改善が

行われるであろうことを期待し「適当」であると判断する。 
（３）宅地開発事業に伴う現道の下水道施設工事 
 ア 市街化区域及び下水道法事業計画区域の場合 
   現在、下水道等が供用開始している市街化区域及び下水道法第４条事業計画

区域に新たに排水設備を有する建物を建築する際に、現道に下水道施設がない

場合は、瑞穂市宅地開発事業に伴う下水道施設工事の施行区分に関する要綱に

より全額公費で下水道施設の新設工事を行っている。 
   一方、下水道等供用開始区域でない場合には、瑞穂市浄化槽設置整備事業補

助金交付要綱により浄化槽の設置者に対して補助金を交付している。この場合

には、「販売又は展示の目的で住宅等を建築し、浄化槽を設置する者及び当該

住宅等を購入した者」には交付しないという規定がある。そのため、下水道施

設工事についても、建築が営利目的の場合には、市内すべての区域で公費施行

とせず、自費工事にすることで浄化槽補助金との整合を図りたいとの提案があ

った。 
   これについて、浄化槽補助金との整合を図ることは公平性の観点から理解で

きるため、「営利目的の場合、下水道施設工事を自費工事とすることは適当で
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ある」と考える。 
 イ 市街化調整区域又は下水道法事業計画区域外の場合 
   市街化調整区域又は下水道法第４条事業計画区域外に新たに排水設備を有す

る建物を建築する場合は、下水道と浄化槽の経済比較による１件当たりの家屋

間限界距離８０ｍをもとに、一番近い下水道本管から８０ｍまでの延伸工事費

の２分の１を公費としている。 
   しかし、平成３０年３月の岐阜県汚水処理施設整備構想における瑞穂市の家

屋間限界距離は５５ｍとなった。このことから、下水道本管の延伸工事にかか

る公費負担延長を家屋間限界距離と整合を図る必要が生じた。このような場合

の水道配水管工事は６０ｍまでを公費施行としていることから、下水道の場合

も同様に６０ｍまでとしたいとの提案があった。 
   これについて、家屋間限界距離によれば５５ｍまでとすべきであるが、住民

にわかりやすいよう水道配水管の公費施行延長との整合を図り、「下水道本管

の延伸工事の公費負担延長を６０ｍまでとすることは適当である」と考える。 
 
４ おわりに 

 下水道事業の経営は、瑞穂市のみならず全国的に厳しい状況となっているが、下

水道は市民の日常生活に欠くことのできない重要なサービスを提供する役割を果た

しており、将来にわたってもサービスの提供を安定的に継続することが可能となる

ように努めてもらいたい。 

 また、下水道経営のあり方を審議する中で、瑞穂市の下水道等施設は市内の２割

程度の地域にしか普及しておらず、「瑞穂市を魅力ある地域とし、これからの世代

の人たちが住みやすく希望を持てるまちとするためには、公共下水道の整備は喫緊

の課題である。」との意見があった。この意見のとおり、瑞穂市の人口増加の現状、

宅地開発の状況や市街化区域の分布状況、市民の公平性を考えた場合、公共下水道

は必要なインフラであり、現在計画中の公共下水道（瑞穂処理区）事業が早期に着

手されることを望む。 
 最後に、未来の瑞穂市が市民憲章にもある「豊かな水と緑あふれる美しいまち」

となることを願い当審議会からの答申とする。 
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委 員 川島 圭二 ぎふ農業協同組合穂積支店長  
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